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2026年5月15日 

各     位 

会 社 名 株式会社アクセスグループ・ホールディングス 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 木 村 勇 也 

（コード番号：7042 東証スタンダード市場、福証） 

問い合わせ先 専務取締役 財務企画部長 長 保 谷 尚 寛 

TEL. 03-5413-3001 

 

取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2020年12月24日開催の第31期定時株主総会にてご承認いただ

きました譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を改定することを決議し、本制度の

改定に関する議案を、2026年6月26日開催の第37期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に

付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

１．本制度の改定の目的及び条件 

（１）改定の目的 

当社は、本制度に関して、2020年12月24日開催の第31期定時株主総会において、本制度に係る当

社の取締役（社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。）の報酬額を、既存の金銭報酬

枠とは別枠で、年額11百万円以内とすること及び本制度により対象取締役に対して発行又は処分さ

れる当社の普通株式の総数を、年12,000株（2025年4月1日付け株式分割後は年24,000株）以内とす

ること等につき、ご承認をいただいております。 

今般、対象取締役に対し、当社グループの中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上に邁

進できるようインセンティブを強化するとともに、株主の皆様との価値共有をより一層深化させる

ことを目的として、本制度に係る対象取締役の報酬額及び交付株数について改定させていただくこ

とといたしました。 

 

（２）改定の条件 

本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給す

るものであるため、本制度の改定は、本株主総会において株主の皆様のご承認を得られることを条

件といたします。 

 

２．本制度の改定の概要 

上記1(1)のとおり、本制度に係る対象取締役の報酬額について、これまで、「既存の金銭報酬枠と

は別枠で、年額11百万円以内」としていたものを、「既存の金銭報酬枠とは別枠で、年額35百万円以

内」に、本制度により対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数について、これ

まで「年12,000株（2025年4月1日付け株式分割後は年24,000株）以内」としていたものを、「年50,000



 

2 

 

株以内」に改定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。 

以上のほか、2020年12月24日開催の第31期定時株主総会にてご承認いただきました本制度の内容か

らの変更点はございません。 

以上 

 

 


